
報告第１号

専 決 処 分の 報 告 に つ いて

次の事件について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第

１項の規定により専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求める。

平成29年５月16日提出

守口市長 西 端 勝 樹

記

専決第１号 平成28年度守口市一般会計補正予算（第10号）

専決第２号 平成29年度守口市一般会計補正予算（第１号）

専決第３号 守口市市税条例の一部を改正する条例



専決第１号

平成28年度守口市一般会計補正予算（第10号）

平成28年度守口市の一般会計補正予算（第10号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為の補正）

第１条 債務負担行為の変更は、「第１表 債務負担行為補正」による。

平成29年３月29日専決

守口市長 西 端 勝 樹



 第１表　債務負担行為補正

 変更

期　　　間 期　　　間

学 校 給 食 調 理 業 務 委 託 事 業 平成31年度まで 298,500 千円 平成31年度まで 371,714 千円

補　　正　　前 補　　正　　後

限　度　額 限　度　額
事　　　　　　　　　　項



予 算 に 関 す る 説 明 書



期 間 金 額 期 間 金 額 国（府）支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

学 校 給 食 調 理 業 務 委 託 事 業

補正前 平成31年度まで 298,500 298,500 

（平成28年度設定分）

補正後 平成31年度まで 371,714 371,714 

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額 又 は

支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の 左 の 財 源 内 訳

限　度　額 支 出 （ 見 込 ） 額 支 出 予 定 額 特 定 財 源

298,500 

371,714 

事　　　項
一般財源


